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   第１章 総則  

（目的） 

第１条 この条例は、栃木市自治基本条例（平成２４年栃木市条例第２７号。

以下「自治基本条例」という。）第２６条第５項の規定に基づき、住民投票

の請求及び実施に関し必要な事項を定め、市政に係る重要事項について、

住民に直接その意思を確認し、市政に反映させることにより、市民自治の

推進に資することを目的とする。 

 （住民投票を行うことができる事項） 

第２条 住民投票は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は

与える可能性のある市政に係る重要事項（以下「重要事項」という。）であ

って、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものについ



 

 

て行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。  

 (1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しよう

とする場合は、この限りでない。 

 (2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項 

 (3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事

項 

 (4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項。ただし、市民全体に影響を与

え、又は与える可能性のある場合は、この限りでない。 

 (5) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項 

 （住民投票の形式） 

第３条 住民投票に付する事項（以下「住民投票事項」という。）は、二者択

一により賛成又は反対を問う形式としなければならない。ただし、住民投

票事項が二者択一により難い場合には、３以上の選択肢から一つを選択す

る形式によることができる。 

   第２章 請求資格者 

（請求資格者等） 

第４条 自治基本条例第２６条第２項の規定により住民投票の実施を請求す

ることができる議員及び市長の選挙権を有する住民（以下「請求資格者」

という。）は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条の規定に

よる選挙人名簿の登録が行われた日において、市の選挙人名簿に登録され

ている者とする。 

２ 請求資格者のうち次に掲げるものは、住民投票の実施の請求をしようと

する代表者（以下「請求代表者」という。）となり、又は請求代表者である



 

 

ことができない。 

(1) 公職選挙法第２７条第１項の規定により選挙人名簿に同項の表示をさ

れている者 

 (2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第２８条の規

定により選挙人名簿から抹消された者 

 (3) 栃木市選挙管理委員会の委員又は職員である者 

（必要署名者数） 

第５条 市長は、公職選挙法第２２条の規定による選挙人名簿の登録が行わ

れた日後直ちに請求資格者の総数の６分の１の数を告示しなければなら

ない。 

 （請求代表者証明書の交付等） 

第６条 請求代表者は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した住民投

票実施請求書（以下「実施請求書」という。）を添え、市長に対し、文書を

もって請求代表者であることの証明書（以下「請求代表者証明書」という。）

の交付を申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに請求代表者が選

挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認をし、第４条第２項各

号に該当しない請求資格者であったときは、請求代表者証明書を交付し、

かつ、その旨を告示しなければならない。 

   第３章 署名等 

（署名等の収集） 

第７条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿（以下「署名簿」

という。）に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し

を付して、請求資格者に対し、署名を求めなければならない。 



 

 

２ 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名を求める

ことができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はそ

の写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請

求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。 

３ 請求代表者は、市の区域内で衆議院議員、参議院議員、栃木県の議会の

議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは市長の選挙（以下「選挙」

という。）が行われることとなるときは、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第９２条第４項で定める期間、当該選挙が行われる区域内に

おいては、請求のための署名を求めることができない。 

４ 第１項及び第２項の署名は、前条第２項の規定による告示があった日か

ら１月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定

により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期

間は、署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第２項

の規定による告示があった日から３１日以内とする。 

５ 請求資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名することが

できないときは、請求資格者（請求代表者及び当該請求代表者の委任を受

けて当該請求資格者に対し当該署名簿に署名を求める者を除く。）に委任

して、自己の氏名（以下「請求者の氏名」という。）を当該署名簿に記載さ

せることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者

の氏名の記載は、自治基本条例第２６条第２項の規定による請求資格者の

署名とみなす。 

６ 前項の規定により委任を受けた者（以下「氏名代筆者」という。）が請求

者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿

に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 



 

 

（署名簿の提出等） 

第８条 署名簿に署名をした者の数が第５条の規定により告示された請求資

格者の総数の６分の１以上の数となったときは、請求代表者は、前条第４

項の規定による期間満了の日（同項ただし書の規定が適用される場合は、

当該区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。）の翌

日から５日以内に、署名簿（署名簿が２冊以上に分かれているときは、こ

れらを一括したもの）を市長に提出し、これに署名をした者が選挙人名簿

に登録された者であることの証明を求めなければならない。 

２ 市長は、署名簿の提出が前項の規定による期間を経過してなされたもの

であるときは、これを却下しなければならない。 

 （署名簿の審査等） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による提出を受けた場合においては、そ

の日から２０日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その

日から７日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さな

ければならない。 

３ 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前項の規定による縦

覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。 

４ 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申

出を受けた日から１４日以内にこれを決定しなければならない。この場合

において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第１項の規定

による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを

告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人



 

 

に通知しなければならない。 

５ 市長は、第２項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないと

き、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その

旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付し

なければならない。 

 （署名等の取消し） 

第１０条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が第８条第１項の規定によ

り署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署

名を取り消すことができる。 

 （署名の無効等） 

第１１条 住民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効

とする。 

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の定める手続によらない署名  

 (2) 何人であるかを確認し難い署名 

２ 第９条第３項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があっ

た署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とす

る。 

３ 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、

関係人の出頭及び証言を求めることができる。 

 （住民投票の実施の請求等） 

第１２条 請求代表者は、第９条第５項の規定により署名簿の返付を受けた

日から５日以内に、実施請求書に第５条の規定により告示された請求資格

者の総数の６分の１以上の者の有効署名があることを証明する書面及び

署名簿を添えて、市長に対し、住民投票の実施の請求をしなければならな



 

 

い。 

２ 前項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第５条の

規定により告示された請求資格者の総数の６分の１の数に達しないとき

又は前項の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下し

なければならない。 

 （実施の決定） 

第１３条 市長は、自治基本条例第２６条第１項の規定により自ら住民投票

の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 

２ 市長は、前条第１項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表

者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨その他必要な事

項を告示しなければならない。 

   第４章 投票資格者 

第１４条 住民投票の投票資格を有する者（以下「投票資格者」という。）は、

公職選挙法第９条第２項の規定により市の議会の議員及び市長の選挙権

を有する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投

票の投票資格を有しない。 

(1) 公職選挙法第１１条第１項又は第２５２条の規定により選挙権を有し

ない者 

 (2) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２８条の規定により

選挙権を有しない者 

 (3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を

用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法律第１４７号）

第１７条第１項から第３項までの規定により選挙権を有しない者 



 

 

   第５章 投票及び開票 

（投票資格者名簿の調製等） 

第１５条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるとこ

ろにより投票資格者名簿を調製しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による投票資格者名簿の調製について、選挙人名簿

をもってこれに代えることができる。 

（投票日） 

第１６条 市長は、第１３条第１項又は第２項の規定による告示の日から起

算して９０日を超えない範囲内において住民投票の期日（以下「投票日」

という。）を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われる

ときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更すること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他

必要な事項を当該投票日の７日前までに告示しなければならない。 

 （投票の方法） 

第１７条 住民投票の投票（以下「投票」という。）は、各住民投票につき、

１人１票に限る。 

２ 投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票用紙の選択肢

から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れな

ければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用

紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところに

より点字投票をし、又は代理投票をさせることができる。  

（投票所） 



 

 

第１８条 住民投票の投票所は、市長の指定した場所に設ける。 

２ 市長は、投票日の５日前までに、投票所を告示しなければならない。  

 （投票をすることができない者） 

第１９条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができ

ない。 

２ 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録される

ことができない者であるときは、投票をすることができない。 

３ 投票日(第２１条の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に投

票資格を有しない者は、投票をすることができない。 

 （投票所においての投票） 

第２０条 投票人は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなけれ

ばならない。 

２ 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をす

ることができない。 

 （期日前投票等） 

第２１条 投票人は、前条第１項の規定にかかわらず、規則で定めるところ

により期日前投票又は不在者投票を行うことができる。 

 （投票の秘密保持） 

第２２条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。 

 （開票所及び開票日） 

第２３条 住民投票の開票所は、市長の指定した場所に設ける。 

２ 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。  

３ 開票は、全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。 

 （無効投票） 



 

 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する投票（点字投票を除く。）は、無効

とする。 

 (1) 所定の用紙を用いないもの 

 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの 

 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの 

 (4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの 

 (5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの 

(6) 記載がないもの 

 （投票結果の告示等） 

第２５条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示す

るとともに、当該住民投票が第１２条第１項の請求によるものである場合

には、当該請求代表者にその内容を通知しなければならない。 

 （再実施の制限期間） 

第２６条 この条例による住民投票が実施された場合は、前条の規定による

告示の日から２年間は、同一又は同旨の重要事項について住民投票を行う

ことができない。 

（情報の提供） 

第２７条 市長は、住民投票を実施する際には、投票日前２日までに、当該

住民投票に関し必要な情報を広報紙その他適当な方法により提供するも

のとする。 

 （投票運動） 

第２８条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。

ただし、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市

民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。 



 

 

第６章 雑則 

 （その他） 

第２９条 前各条に定めるもののほか、住民投票の実施の請求に関し必要な

事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に規定する条例の制定又

は改廃の請求の例に、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職

選挙法に規定する投票及び開票の例による。 

 （委任） 

第３０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年９月１日から施行する。 

   附 則（令和４年条例第３号） 

 この条例は、令和４年３月２２日から施行する。 

 

 

 


